
国　

民　

年　

金

知って　　する！得

あ　

れ　

こ　

れ

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
の

３
つ
の
条
件
を
確
認
し
よ
う
！

手当額（月額）
　受給資格者（ひとり親家庭の父や母など）が監護・養育する児

童の数や受給資格者の所得などにより決められます。

平成 30 年４月より手当額（月額）は右記金額に改定されています。

児 童 数 全部支給 一部支給

１ 人 42,500 円 10,030 円～ 42,490 円

２ 人
（ 加 算 額 ） 10,040 円 5,020 円～ 10,030 円

３ 人
（ 加 算 額 ） 6,020 円 3,010 円～ 6,010 円

支給金額（月額）

　手当を受ける人の前年の所得が一定の額以上（※）ある場合は、その年度（８月～翌年の７月）は、手当の全部または一部が支
給停止されます。（※詳細金額については、お問い合わせください。）
　また、所得には、前年父または母および、児童が受け取った養育費の８割が合算されます。
　なお、扶養義務者（同居の直系血族および兄弟姉妹）などの所得による所得制限もあります。

所得制限

　申請に当たっては、受給資格者および該当する児童の戸籍謄本などが必要です。

※申請理由や世帯状況などにより必要なものが異なりますので、役場子育て支援課にご相談ください。

申請手続きに必要なもの

　児童扶養手当の受給資格者や対象児童が公的年金給付などを受給できる場合および対象児童が公的年金の加算対象となっている
場合は、その受給額および加算額の月額が児童扶養手当月額（所得制限後の額）より低い場合にその差額が支給されます。
　児童扶養手当の受給対象に該当する方で申請がお済みでない方は、問い合わせ先にご連絡の上、申請してください。

公的年金給付との併給

問い合わせ先　役場子育て支援課　子ども福祉係　☎６８－２２１１（内線３３４）
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　20 歳～ 60 歳になるまでの 40 年間の保険料をす

べて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ること

ができます。

年額779,300円（月額 64,941 円）

老齢基礎年金の年金額（満額）
（平成 30 年度の額）
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任意加入制度がありますので、ご利用ください。　
　60 歳になるまでに保険料を納める期間が 10 年を
満たしていない場合や、満額の受け取りに必要な期
間（40 年）が足りない場合、65 歳までの方なら任
意加入することができます。

年金の受け取りに必要な期間が
10 年に満たないときは？

年金請求書の提出先 ●土浦年金事務所お客様相談室
☎０２９－８２５－１１７０　自動音声に従って【１】の後に【２】を押してください
●年金加入期間が国民年金（第１号被保険者）のみの方
役場保険年金課　国民年金係　☎６８－２２１１（内線２３６）

年金事務所の
予約申し込みについて

年金事務所の相談窓口の混雑が予想されます。年金事務所への予約申し込みは、「予約受付専用電
話」に申し込みのうえ、ご相談ください。
●予約受付専用電話　☎０５７０－０５－４８９０

１.　「老齢年金のお知らせ」や「年金請求書」などが日本年金機構または共済組合などからご自宅に届きます。
　原則として、65 歳の誕生月の約３カ月前に、日本年金機構または共済組合などから「老齢年金のお知らせ」や「年金請求書」
が届きます。
※繰上げ請求を希望される方や、年金請求書が送付されていない方は、土浦年金事務所または役場保険年金
課で年金請求書をお受け取りください。

２.　「年金請求書」を提出します。
　必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に提出します。
年金請求書には、戸籍抄本や住民票などの添付書類が必要です。添付書類は、配偶者の有無や年金加入状況などにより変わり
ますので、年金請求書に同封されているパンフレットや、年金事務所・ねんきんダイヤルなどでご確認ください。

老齢基礎年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。

年金に関する一般的な
お問い合わせについて

年金相談に関する一般的なお問い合わせは、「ねんきんダイヤル」にお問い合わせください。
●ねんきんダイヤル　☎０５７０－０５－１１６５

児童扶養手当とは？
　父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくし
ていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促
進に寄与し、児童の福祉の増進を図
ることを目的として、支給される手
当です。
※児童扶養手当を受給するためには、
役場子育て支援課へ申請（認定請
求）が必要です。

現況届を忘れずに！
　現在、児童扶養手当の受給資格認定を受けている方は、８月 31
日（金）までに現況届を提出してください。（現況届の用紙などは、
７月末に郵送しました。）
　前年の所得に応じて、支給額が見直しされますのでご注意くだ
さい。
　また、監護する児童および父または母が、養育費用として受け
取る金品などは、その８割が所得として加算されますので「養育
費に関する申告書」に記入し、提出してください。
※この届け出がないと、８月以降の手当を受けることが
できません。

児 童 扶 養 手 当 現 況 届 を 忘 れ ず に ！

対象となる方は？
　次のいずれかに該当する児童（18 歳に達する日以降の最初の３月 31 日までの間にある児童もしくは、心身におおむね中度
以上の障がいを有する場合は 20 歳未満）について、父、母またはその児童を養育している方（養育者）がその児童を監護し、
かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
●父母が婚姻を解消した児童　　　　　　　　　　　●父または母が１年以上遺棄もしくは拘禁されている児童
●父または母が死亡した児童　　　　　　　　　　　●父または母の生死が明らかでない児童
●父または母が一定程度の障がいの状態にある児童　●母が婚姻によらないで生まれた児童
●母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
※次のような場合、対象とはなりません。
●児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
●父、母または養育者が婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係（内縁関係など）があるとき。
上記以外にも対象とならない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。
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